
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

神奈川県では、平成３０年 4 月から、 

相談支援体制の充実を図るため、常勤かつ

専従の相談支援専門員を複数配置する事

業所への補助を始めました。 

補助額  2 名配置   月額 15,000 円 

3 名以上配置 月額 30,000 円 
 

県内の事業所が対象です(政令市域も含みます)。 

毎月15日までに申請いただき、要件を満たしている場合、 

翌月からが補助対象となります※。 

申請に当たり作成が必要となる書類は、次の 4 点です。 
①申請書  

②勤務表（1 か月分）  

③相談支援専門員の配置状況を記載する書面  

④役員等氏名一覧表 

(その他、指定書や修了証等の写しを提出) 

問合せ先 神奈川県福祉子どもみらい局福祉部障害福祉課 

    電話 045（210）4713 

※ 予算を超過した場合は打切りとなります。 

   来年度以降も実施するかは未定です。 

 

詳しくは HP(障害福祉情報サービスかなが

わ)掲載の「相談支援事業所運営支援事業費補

助金交付要綱」や FAQ をご覧いただき、該当

の事業者様は是非申請をご検討ください。 
 

この HPから、交付要綱は

登録日付(2018/3/30)、FAQ

は登録日付 (2018/5/11)を

ご覧ください。 



 

 
平成 30 年度の報酬改定では、計画相談支援に複数の加算メニューが登場しました。 

相談支援の質の向上と併せ、収入増を目指す内容ですので、表面の補助と併せて、取りこ

ぼしがないか今一度チェックしてみてください。 
 

【新たな加算】 (※)①③⑦は基本報酬不算定月にも当該加算のみで請求可能 

①入院時情報連携加算 医療機関が求める情報を利用者等の同意を得て

提供した場合(※) 

医療機関訪問 200 単位/月 

訪問以外の方法 100 単位/月 

②退院・退所加算 医療機関等から情報収集してサービス等利用計画を作成した場合 200 単位/回 

③居宅介護支援事業所等連

携加算 

利用者情報を同意を得て提供し、居宅サービス計画作成に協力した場合

(※) 

100 単位/月 

④医療・保育・教育機関等

連携加算 

医療機関等の職員と面談・協議の上で利用計画を作成した場合 100 単位/月 

⑤初回加算 サービス等利用計画を新規作成し、指定サービス利用調整を行った場合 300 単位/月 

⑥サービス担当者会議実施

加算 

モニタリング時、利用者への訪問面接に加え、利用計画に位置付けた福

祉サービス担当者を招集して、心身等の状況確認や計画変更等の検討を

した場合 

100 単位/月 

⑦サービス提供時モニタリ

ング加算 

事業所を訪問してサービス提供場面を直接確認し記録を作成した場合

(※) 

100 単位/月 

⑧行動障害支援体制加算 知事が当該加算の対象と認める研修を修了した支援技術ある専門員を配

置し、その旨公表している場合  
加算の届け出をしていれば事業所の全ての専門員が実施する分に

ついて算定可能 また対象の障害特性を有する利用者への支援を

行わない月も算定可能 

35 単位/月 

⑨要医療児者支援体制加算 35 単位/月 

⑩精神障害者支援体制加算 35 単位/月 

 

 

 詳しくは厚労省事務連絡の HP をご参照ください。 

平成３０年度報酬改定で、相談支援事業への 

新たな加算等が設定されました。 


